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 第５章  事業計画 

 

 

１ 教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域とは，地域の実情に応じて，保護者や子どもが居宅より容易に移動するこ

とが可能な区域であり，地理的条件，人口，交通事情等の社会的条件や教育・保育の整備の状況

等を総合的に勘案して設定するものです。子ども・子育て支援事業計画では，教育・保育提供区

域ごとに，教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保策を記載するこ

ととなっています。 

本市では，この教育・保育提供区域を市全域で 1 区域と定めています。なお，この設定に伴い

基盤整備を検討する場合にあっても，地域間の供給量の状況，地域内でも特定のエリアに偏在す

ることなく，交通事情や行政界等にも配慮して，できるだけ柔軟な対応をしていくこととします。 

 

 

２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容・方策 

幼児期の教育・保育の量の見込みについて，幼稚園，保育所の現在の利用状況に，利用希望を

踏まえて，以下の区分で設定します。 

 

区分 対象 該当する施設 

1 号認定 3～5 歳 
専業主婦（夫）家庭 

短時間就労家庭 
幼稚園・認定こども園 

2 号認定 3～5 歳 

共働き等で学校教育の希

望が強い家庭 
幼稚園・認定こども園 

共働き家庭等 保育所・認定こども園 

3 号認定 0～2 歳 共働き家庭等 
保育所・認定こども園・地

域型保育事業 

 

計画期間における幼児期の教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数），量の見込みの確保方

策及びその実施時期は次のとおり定めます。 
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（１）幼児期の教育・保育 

 

【平成 25 年度の実績】 

○幼稚園 11 箇所 定員 1,513 人 

○保育所 13 箇所 定員 1,390 人 

 

【量の見込みと確保の内容】  （単位：人）                        

 

平成 27 年度 

１号認定 

２号認定 ３号認定 

合計 幼稚園利用 

希望強い 
左記以外 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 388 
842 643 

1,873 
186* 656 183 460 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,055 732 171 437 2,395 

確認を受けない幼稚園 458    458 

特定地域型保育事業    0 0 0 

差（②－①） 939 76 ▲12 ▲23  

 

 

平成 28 年度 

１号認定 

２号認定 ３号認定 

合計 幼稚園利用 

希望強い 
左記以外 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 384 
831 636 

1,851 
184* 647 180 456 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,055 732 171 437 2,395 

確認を受けない幼稚園 458    458 

特定地域型保育事業    2 3 5 

差（②－①） 945 85 ▲7 ▲16  
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（単位：人） 

 

平成 29 年度 

１号認定 

２号認定 ３号認定 

合計 幼稚園利用 

希望強い 
左記以外 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 373 
810 624 

1,807 
179* 631 175 449 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,055 732 171 437 2,395 

確認を受けない幼稚園 458    458 

特定地域型保育事業    2 3 5 

差（②－①） 961 101 ▲2 ▲9  

 

 

平成 30 年度 

１号認定 

２号認定 ３号認定 

合計 幼稚園利用 

希望強い 
左記以外 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 371 
805 613 

1,789 
178* 627 172 441 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,055 732 171 437 2,395 

確認を受けない幼稚園 458    458 

特定地域型保育事業    2 3 5 

差（②－①） 964 105 1 ▲1  

 

 

平成 31 年度 

１号認定 

２号認定 ３号認定 

合計 幼稚園利用 

希望強い 
左記以外 ０歳 １・２歳 

①量の見込み 368 
798 599 

1,765 
177* 621 168 431 

②
確
保
方
策 

特定教育・保育施設 1,055 732 171 437 2,395 

確認を受けない幼稚園 458    458 

特定地域型保育事業    2 3 5 

差（②－①） 968 111 5 9  

 

＊ ２号認定のうち，幼稚園利用希望が強いと想定される児童については，幼稚園を利用し，実際

上の過不足は生じません。 
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【平成 27 年度の実施体制】 

幼稚園 

（特定教育・保育施設） 
7 箇所 

坂出中央幼稚園，林田幼稚園，加茂幼稚園，府中幼稚園，

川津幼稚園，松山幼稚園，瀬居幼稚園 

認可保育所 

（特定教育・保育施設） 
13 箇所 

府中保育所，江尻保育所，川津愛児園，松山保育園，西

部保育所，南部保育所，加茂保育所，坂出保育園，育愛

館，金花保育園，愛集苑保育所，林田保育園，みどり保

育園 

確認を受けない幼稚園 3 箇所 
ルンビニ幼稚園，坂出一高幼稚園，香川大学教育学部附

属幼稚園 

小規模保育事業等 

（特定地域型保育事業） 
0 箇所  

 

【確保の考え方】 

人口推計では，本市の児童数は減少が予測され，教育・保育事業の利用者も同様に減少が見

込まれることから，本計画期間においては，できる限り新設などの施設整備は行わず，既存施

設を有効活用していきます。 

現在の提供体制を維持するとともに，供給が不足している３号認定のニーズについては，小

規模保育事業等の実施により確保していきます。また，幼稚園の利用希望が強い者については，

1 号認定の確保の内容「幼稚園（特定教育・保育施設）」及び「確認を受けない幼稚園」により

確保します。 

また，慢性的な保育士不足の現状を踏まえ，県等と連携しながら，新卒保育士や潜在保育士

への働きかけにより保育士の確保に努めます。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容・方策 

（１）時間外保育事業（延長保育事業） 

【事業内容】 

保育所等において，11 時間の開所時間の始期及び終期の前後に延長保育を実施し，保育需要へ

の対応の推進を図る事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 6 箇所  利用者数 275人 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 人 275 271 265 253 249 

②確 保 方 策 

人 275 271 265 253 249 

箇所 6 6 6 6 6 

差（②－①） 人 0 0 0 0 0 

 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

６箇所 坂出保育園，育愛館，金花保育園，愛集苑保育所，林田保育園，みどり保育園 

 

 

【確保の考え方】 

現在の提供体制を維持し，引き続き実施します。 
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（２）放課後児童健全育成事業（仲よし教室等） 

【事業内容】 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に通う子どもたちに，遊びや生活の場を提供し，

その健全な育成を図る事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 15 箇所 

○利用者数 （低学年 557 人  高学年 55人） 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 

①量の見込み 人 570 380 563 366 554 360 532 359 526 354 

②確保方策 

人 570 127 563 122 554 240 532 239 526 354 

箇所 16 16 16 16 16 

差（②－①） 人 0 ▲253 0 ▲244 0 ▲120 0 ▲120 0 0 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

16 箇所 

東部小学校仲よし教室(2)，坂出小学校仲よし教室(2)，金山小学校仲よし教室，林田

小学校仲よし教室(3)，加茂小学校仲よし教室，府中小学校仲よし教室，松山小学校

仲よし教室，川津小学校仲よし教室，西庄小学校仲よし教室，みのり教室，学童フ

レンドルーム，ゆうゆうクラブ 

 

【確保の考え方】 

平成 27 年度に西庄町及び林田町においてそれぞれ１箇所，仲よし教室を開設します。 

また，高学年については，小学４年生から段階的に受け入れ体制を確保し，平成 31年度まで

に６年生まで受け入れができるよう努めます。 
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（３）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

【事業内容】 

保護者が，仕事その他の理由により，平日の昼間または夜間に不在となり，児童の養育が困難

となった場合等の緊急の場合に，児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において

児童を預かる事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 1 箇所  実績なし 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人日 13 13 13 13 13 

確 保 方 策 箇所 2 2 2 2 2 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

2 箇所 亀山学園，神愛館 

 

【確保の考え方】 

児童の養育が困難となった場合等の緊急の場合に対応するため，現在の提供体制を維持し，

引き続き実施します。 

また，平成 27 年度より乳児に対応するため，亀山学園に加え，新たに神愛館に事業委託しま

す。 
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（４）地域子育て支援拠点事業 

【事業内容】 

公共施設や保育所，児童館等の地域の身近な場所で，乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育

児相談，情報提供等を実施する事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 3 箇所  利用者数 5,911 人日 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人日 7,341 7,284 7,124 7,008 6,854 

確 保 方 策 箇所 3 4 4 4 4 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

3箇所 きんか子育てふれあい教室，坂出子育てふれあいセンター，わはは・ひろば坂出 

 

【確保の考え方】 

保護者同伴での利用であるため定員等の設定がなく，数量的には，現在の提供体制でも見込

み量を確保できる見通しですが，当該事業が地域の身近な場所で実施することにかんがみ，地

域性等を勘案し平成 28年度に新たに 1 箇所確保する予定としています。 
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（５）病児保育事業 

【事業内容】 

病気の回復期などで保育所などに通うことができず，また保護者の仕事の都合で家庭での保育

が困難な児童（生後 57 日から小学校 3 年生まで）について，病院・保育所等に付設された専用

スペース等において，一時的に保育を行う事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 1 箇所  利用者数 305人日 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 人日 532 527 515 508 501 

②確 保 方 策 

人日 750 750 750 750 750 

箇所 1 1 1 1 1 

差（②－①） 人日 218 223 235 242 249 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

1 箇所 回生病院病児保育室 

 

【確保の考え方】 

現在の提供体制を維持し，引き続き実施します。 
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（６）一時預かり事業 

【事業内容】 

幼稚園在園児を対象にしたものとそれ以外のものに区分されます。 

幼稚園在園児を対象とした一時預かりは，家庭において保育を受けることが一時的に困難とな

った園児について，主として昼間に，幼稚園で一時的に預かり，必要な保護を行う事業です。 

その他の一時預かりは，家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につい

て，主として昼間に，保育所その他の場所において，一時的に預かる事業です。 

 

（ア）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象） 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

1 号認定 2 号認定 1 号認定 2 号認定 1 号認定 2 号認定 1 号認定 2 号認定 1 号認定 2 号認定 

量の見込み 人日 1,919 48,521 1,896 47,930 1,846 46,667 1,835 46,391 1,819 45,997 

確保方策 

箇所 2 2 2 2 2 

実施 

体制 
私立幼稚園において，在園児を対象とした一時預かりを引き続き行います。 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

2 箇所 ルンビニ幼稚園，坂出一高幼稚園 

 

※ 在園児を対象とした一時預かり事業を実施している私立幼稚園 2園については，平成 27年

度の新制度移行を予定していないため，当面は従来の私学助成による預かり保育事業にて対

応します。 
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（イ）一時預かり事業（在園児対象型を除く） 

 

【平成 25 年度の実績】 

○実施施設 3 箇所  利用者数 211 人日 

○ファミリー・サポート・センター事業（就学前児童） 利用者数 101人日 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み 人日 647 644 637 617 596 

②確保 

 方策 

一時預かり事業 

（在園児対象型 

 を除く） 

人日 250 250 450 450 450 

箇所 2 2 3 3 3 

 ファミリー・ 

 サポート・ 

 センター事業 

人日 150 150 150 150 150 

差（②－①） 人日 ▲247 ▲244 ▲37 ▲17 4 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

一時預かり事業（在園児

対象型を除く） 
2 箇所 育愛館，金花保育園 

ファミリー・サポート・

センター事業 
1 箇所 坂出市社会福祉協議会 

 

【確保の考え方】 

平成 27 年度の提供体制を維持し，引き続き実施するとともに，平成 29 年度を目標に計画期

間内に一時預かり事業（在園児対象型を除く）を１箇所確保するよう努めます。 
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（７）ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ） 

【事業内容】 

地域で子育ての支援をするために，育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行い

たい人（提供会員）が会員登録をし，センターの連絡・調整によりさまざまな育児の手助けを行

う事業です。 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の量の見込みについては，

就学前児童（0～5歳）分は，前述の「一時預かり事業」として見込み，就学児（6～11 歳）分は

別途見込むこととされていることから，ここでは「就学児分」を整理しています。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○利用会員 187 人  提供会員 147 人  両方会員 23 人   活動件数 615 件 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人回 350 350 350 350 350 

確保方策 人回 350 350 350 350 350 

 

【平成 27 年度の実施体制】 

1 箇所 坂出市社会福祉協議会 

 

【確保の考え方】 

本事業の実施にあたっては，協力会員の確保が不可欠であるため，利用ニーズに対応できるよ

う，委託先（坂出市社会福祉協議会）と連携して提供会員の増加に努めるとともに，対象者（依

頼会員）への周知に努めます。 
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（８）妊婦健康診査 

【事業内容】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査として，①健康状態の把握，②

検査計測，③保健指導を実施するとともに，妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施

する事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○一般健診 14 回  健診回数 4,459 人回 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み（健診回数） 

人 387 375 364 354 344 

人回 4,497 4,358 4,230 4,113 3,997 

②確保方策（交付枚数） 

人回 5,418 5,250 5,096 4,956 4,816 

実施

体制 
医療機関 

 

【確保の考え方】 

医療機関等で健康診査を受診できるように周知・啓発に努めます。また，母子健康手帳の交付

時などに，妊婦健康診査の必要性について啓発を行います。 
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（９）乳児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

【事業内容】 

生後 4 カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育てについての相談，情報提供，助言，

その他の援助を行う事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

○訪問回数 379 回 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人回 387 375 364 354 344 

確保方策 
実施

体制 
けんこう課保健師，香川県助産師会 

 

【確保の考え方】 

母子保健事業等において，事業の周知を図り，理解を促すことにより，乳児のいるすべての家

庭を対象に家庭訪問を行います。 

 

 

（10）養育支援訪問事業 

【事業内容】 

養育支援が特に必要な家庭に対してその居宅を訪問し，養育に関する指導助言，家事援助等を

行うことにより，当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

実績なし 

 

 【量の見込みと確保の内容】

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人回 37 37 37 37 37 

確保の内容 
実施

体制 
けんこう課保健師，坂出市社会福祉協議会 

 

【確保の考え方】 

支援が必要な対象者への家庭訪問の実施に努めます。 

 

 



 

－56－ 

（11）利用者支援事業【新規】 

【事業内容】 

子どもやその保護者が，幼稚園・保育所等での教育・保育や，一時預かり，放課後児童クラブ

等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択し円滑に利用できるよう，身近な場所で支

援を行う事業です。 

 

【平成 25 年度の実績】 

新規事業であるため，実績なし 

 

【量の見込みと確保の内容】 

 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み 人回 100 100 100 100 100 

確保方策 箇所 0 1 1 1 1 

 

【確保の考え方】 

平成 28年度を目標に計画期間内に 1 箇所で実施するよう努めます。 

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】 

【事業内容】 

市が定める基準に該当する子どもが特定教育・保育等を受けた場合において，教育・保育に必

要な物品等の購入に要する費用を助成する事業です。 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業【新規】 

【事業内容】 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入を促進するための事業です。 

 

 

上記２事業については，地域子ども・子育て支援事業に位置づけられていますが，事業の詳細

その他が国から示されていないため，国の動向を踏まえ，今後検討することとします。 

 

 


